
別
記
第
二
（
第
十
六
条
関
係
）

（
表
面
）

漁
業
法
第
百
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
検
査
等
を
す
る
職
員
の
証
票

第
　
　
号
　
令
和
　
　 

年
　 

 

月
　 

 

日
交
付

農
林
水
産
大
臣
印
又
は

都
道
府
県
知
事
印

官

職

氏

名

生

年

月

日

写

真

（
裏
面
）

漁
業
法
（
抄
）

第
百
三
十
四
条

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
業
の
免

許
又
は
許
可
を
し
、
漁
業
調
整
を
し
、
そ
の
他
こ
の
法
律
又
は
こ
の

法
律
に
基
く
命
令
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
漁
業
に
関
し
て
必
要
な
報
告
を
徴
し
、
又
は

当
該
職
員
を
し
て
漁
場
、
船
舶
、
事
業
場
若
し
く
は
事
務
所
に
臨
ん

で
そ
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
業
の
免
許
又
は
許
可

を
し
、
漁
業
調
整
を
し
、
そ
の
他
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
く

命
令
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
職
員
を
し
て
他
人
の
土
地
に
立
ち
入
っ
て
、
測
量
し
、

検
査
し
、
又
は
測
量
若
し
く
は
検
査
の
障
害
と
な
る
物
を
移
転
し
、

若
し
く
は
除
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
そ
の
職
務
を
行
う
場
合
に
は
、

そ
の
身
分
を
証
明
す
る
証
票
を
携
帯
し
、
要
求
が
あ
る
と
き
は
こ
れ

を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

第
百
四
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以

下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
～
三

（
略
）

四

第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
怠
り
、
若
し
く

は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
当
該
職
員
の
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、

若
し
く
は
忌
避
し
た
者

五

第
百
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
測
量
、
検

査
、
移
転
又
は
除
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
縦
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
横
六
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
と
す
る
。


